
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方のケースと、該一方のケースに配設され、コネクタ端子を有する回転型の第一コネ
クタ部とスイッチ部とを有する回転型コネクタ付スイッチと、他方のケースと、該他方の
ケースに配設され、コネクタ端子を有する第二コネクタ部とを備え、

前記第一コネクタ部と前記第二コネクタ部とが
着脱可能に結合されると共に、前記一方のケースと前記他方のケースとが着脱可能

に組み合わされて、前記一方のケースと前記他方のケースとが折り畳み式に開閉出来るこ
とを特徴とする折り畳み式電話機。
【請求項２】
　前記 のケースの開閉で、前記第一コネクタ部

回動し、前記第一コネクタ部の回動によって、

前記回転型コネクタ付スイッチの前記スイッチ部が切り替えられることを特徴とする請
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前記第一コネクタ部
は、絶縁材から成り、回転可能な保持部材と、該保持部材に取り付けられた前記コネクタ
端子と、該コネクタ端子に接続された状態で、前記保持部材の背面に形成された可動接点
部とを有し、前記スイッチ部は、前記第一コネクタ部に設けた前記可動接点部と、前記可
動接点部に対向して配設され前記可動接点部と接離する接点部を設けた絶縁板とからなり
、前記第一コネクタ部と前記スイッチ部とを、前記保持部材を回転可能に保持する枠体と
前記絶縁板を保持する取付部材とにより結合させることにより前記回転型コネクタ付スイ
ッチを構成し、 互いの前記コネクタ端子を
介して

一方または他方 が前記第２コネクタ部と結
合した状態で前記一方のケースに対して 前
記第一コネクタ部に設けた前記可動接点部と、前記絶縁板に設けた前記接点部を接離させ
て



求項１記載の折り畳み式電話機。
【請求項３】
　前記ケースの折り畳み式に開閉する回動中心に、前記第一コネクタ部と前記第二コネク
タ部との回動中心が配設されていることを特徴とする請求項１、又は２記載の折り畳み式
電話機。
【請求項４】
　前記 のケースが 約１２０度
以上開かれた時、 前記スイッチ部が切り替えられること
を特徴とする請求項１、又は２、又は３記載の折り畳み式電話機。
【請求項５】
　前記一方のケースには、前記回転型コネクタ付スイッチの前記スイッチ部と接続された
音声信号変換回路部が配設され、前記他方のケースには、前記第二コネクタ部と接続され
た送話部が配設され、前記第一コネクタ部と前記第二コネクタ部とが電気的に結合されて
いることを特徴とする請求項２、又は３、又は４記載の折り畳み式電話機。
【請求項６】
　

ことを特徴とす り畳み式電話機。
【請求項７】
　

ことを特徴とする請求項６記載の折り畳み式電話機。
【請求項８】
　

ことを特徴
とする請求項 記載の折り畳み式電話機。
【請求項９】
　

ことを特徴とする請求項 記載の折り畳み式電話機。
【請求項１０】
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一方または他方 折り畳まれて対向する正面壁間の開閉角度が
前記第一コネクタ部の回動により

一方のケースと、該一方のケースに配設され、コネクタ端子を有する回転型の第一コネ
クタ部とスイッチ部とを有する回転型コネクタ付スイッチと、他方のケースと、該他方の
ケースに配設され、コネクタ端子を有する第二コネクタ部とを備え、前記回転型コネクタ
付スイッチは、回転型の前記第一コネクタ部と、該第一コネクタ部の回動によって切り換
えられる第一スイッチ部、及び前記第一コネクタ部の回動によって切り換えられる第二ス
イッチ部とを有しており、前記第一スイッチ部は、前記第一コネクタ部に設けた第一可動
接点部と、該第一可動接点部に接離する第一接点部とから成り、前記第二スイッチ部は、
回動部材と、該回動部材に設けた第二可動接点部と、該第二可動接点部に接離する第二接
点部とから成り、前記第一コネクタ部と前記第二コネクタ部とが互いの前記コネクタ端子
を介して着脱可能に結合されると共に、前記一方または他方のケースの開閉時に、前記第
一コネクタ部の回動によって、前記第一スイッチ部が切り換えられると共に、前記回動部
材が、前記第一コネクタ部によって回動されて、前記第二スイッチ部の切換えを行うよう
にした る折

前記一方のケースには、前記音声信号変換回路部と電源回路部とが配設され、前記回転
型コネクタ付スイッチの前記第一スイッチ部が前記音声信号変換回路部と接続され、前記
第二スイッチ部が前記電源回路部と接続され、また、前記他方のケースには、前記第二コ
ネクタ部と接続された前記送話部が配設され、前記第一コネクタ部と前記第二コネクタ部
とが電気的に結合されて、前記ケースの開閉時、前記第一スイッチ部と前記第二スイッチ
部とが切り換えられるようにした

前記第一可動接点部を設け、軸部を有する回転可能な絶縁材から成る保持部材と、前記
第一接点部を取り付け、孔を有する絶縁板とを備え、前記軸部を前記絶縁板の孔を貫通し
て突出させ、突出した前記軸部によって、前記回動部材を回動するようにした

６

前記第一コネクタ部は、絶縁材から成り、回転可能な保持部材と、該保持部材に取り付
けられコネクタ端子と、前記保持部材の背面に設けられた前記第一可動接点部とから成り
、前記第一スイッチ部は、前記第一可動接点部と、該第一可動接点部に接離する第一接点
部と、該第一接点部を取り付けた第一絶縁板とから成り、前記第二スイッチ部は、回動部
材と、該回動部材に設けた第二可動接点部と、前記第二可動接点部に接離する第二接点部
と、該第二接点部を取り付けた第二絶縁板とから成り、前記保持部材に設けられた前記軸
部を、前記第一絶縁板の孔に貫通させ、前記軸部を介して前記回動部材を回転させるよう
にした ６



　

ことを特徴とする
請求項９記載の折り畳み式電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、折り畳み式電話機に係わり、例えば、携帯型の折り畳み式電話機のマイクロフ
ォンが配設されたフリップ（蓋体）が、本体部から着脱可能である折り畳み式電話機に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
ここで、従来の折り畳み式電話機について、図面を用いて説明する。
図８は、従来の折り畳み式電話機を示す斜視図である。
図８に示すように、折り畳み式電話機は、合成樹脂の成形品から成る略箱形の本体部とし
ての第一のケース２１と、同じく合成樹脂の成形品から成る、例えば、フリップ（蓋体）
と称される略箱形の第二のケース３１とを有している。
【０００３】
第一のケース２１は、対向する側壁２１ａ、２１ｂと、対向する上壁２１ｃと下壁２１ｄ
とによって四方が囲まれ、該側壁２１ａ、２１ｂと上壁２１ｃと下壁２１ｄとの上下を塞
ぐ正面壁２１ｅと、下面壁（図示せず）と、上壁２１ｃの端部に配設された突出部２１ｆ
とを備えている。
また、第一のケース２１内には、少なくとも送話音声信号を電送信号に変換するための音
声信号変換回路部２６と、該音声信号変換回路部２６に送話音声信号を入力する、例えば
、フレキシブルプリント配線板などに形成された一対の接続線３５、３５と、図示してい
ない電源回路部の電源を接離するマイクロスイッチ２７とが配設されている。
そして、第一のケース２１の正面壁２１ｅには、例えばスピーカなどから成る受話部２３
と、液晶表示素子等から成る表示部２４と、複数個の押し釦スイッチ等から成る操作部２
５とが配設されている。
【０００４】
また、アンテナ２２は、棒状の金属材から構成されている。このアンテナ２２は、第一の
ケース２１の突出部２１ｆによってガイドされ、左側の側壁２１ａの近傍で、この側壁２
１ａに沿って配置されており、突出部２１ｆから第一のケース２１の外方に引き延ばした
り、収納させたり出来るように配設されている。
【０００５】
第二のケース３１は、対向する側壁３１ａ、３１ｂと、対向する上壁３１ｃと下壁３１ｄ
とによって四方が囲まれ、該側壁３１ａ、３１ｂと、上壁３１ｃと下壁３１ｄとの上下を
塞ぐ正面壁３１ｅと下面壁（図示せず）とを備えている。そして、第二のケース３１の正
面壁３１ｅの下端部には、例えばマイクロフォンなどから成る送話部３２が配置され、ま
た、第二のケース３１内には、送話部３２と音声信号変換回路部２６とを接続する、例え
ば、フレキシブルプリント配線板などに形成された一対の接続線３５、３５が、第一のケ
ース２１から延設された状態で配設されている。
【０００６】
そして、第一のケース２１の下壁２１ｄと、第二のケース３１の上壁３１ｃとは、例えば
、蝶番形式など容易には外れない所定の形式で連結されており、第一のケース２１と第二
のケース３１とは外れることなくふたつに折り畳むことができ、開いたり閉じたりするこ
とが出来るように構成されている。
このような、従来の携帯型の折り畳み式電話機は、小型化による持ち運びの容易性と、利
便性などの要望が満たされているために急速に普及してきている。この折り畳み式電話機
は、所定の機能を満たす必要からその構造・デザインに制約が多く、フリップ（蓋体）を
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前記第一絶縁板と前記第二絶縁板とを保持する取付部材と、前記第一絶縁板と前記第二
絶縁板との上部を覆う枠体とを備え、前記取付部材を前記枠体と結合させて、前記枠体と
前記取付部材とで前記第一絶縁板と前記第二絶縁板とを覆うようにした



自由に交換することは、無理であった。その中で、折り畳み式電話機の本体部を覆うフリ
ップにシールを張り付けたり、絵を描いたりすることで差別化しているのが現状である。
【０００７】
そして、この折り畳み式電話機においては、折り畳まれ、閉じた状態から、第二のケース
３１を僅かに開いた状態にすると、この僅かに開いた状態を検知して第一のケース２１の
マイクロスイッチ２７がオンの状態となり、このオンの状態を検知して、この折り畳み式
電話機の電源をオンさせるように構成し、折り畳み式電話機を使用出来る状態にしている
。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の折り畳み式電話機では、第一のケース（本体部）の音声信号変換回
路部と、第二のケース（フリップ）の送話部（マイクロフォン）とがフレキシブルプリン
ト配線板などに形成された一対の接続線によって直接接続されていることから、第一のケ
ースから第二のケースを容易に着脱・交換することが出来ない。このことから、デザイン
上、融通性がないという問題がある。
【０００９】
また、従来の折り畳み式電話機では、第二のケースが、時として僅かに開いた状態になる
と、第一のケースのマイクロスイッチが、オンの状態になり、この僅かに開いた状態が維
持されると、折り畳み式電話機を使用しないにも係わらず、電源が入った状態となること
から、電源を無駄に使用してしまうという問題がある。
【００１０】
そこで、本発明の折り畳み式電話機では、上述の問題点を解決するものであり、その目的
は、折り畳み式電話機の第一のケース（本体部）から第二のケース（フリップ）を容易に
着脱・交換することができ、デザイン上、融通性がある第二のケースが配設された折り畳
み式電話機を提供するものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の折り畳み式電話機は、一方のケースと、該一方のケースに配設され、コネクタ
端子を有する回転型の第一コネクタ部とスイッチ部とを有する回転型コネクタ付スイッチ
と、他方のケースと、該他方のケースに配設され、コネクタ端子を有する第二コネクタ部
とを備え、

第一コネクタ部と第二コネクタ部とが
着脱可能に結合されると共に、一方のケースと他方のケース

とが着脱可能に組み合わされて、一方のケースと他方のケースとが折り畳み式に開閉出来
ることである。
【００１２】
　また、本発明の折り畳み式電話機は、前記 のケースの開閉で、前記第一
コネクタ部 回動し、前
記第一コネクタ部の回動によって、

前記回転型コネクタ付スイッチの前記スイッチ部
が切り替えられることである。
【００１３】
また、本発明の折り畳み式電話機は、ケースの折り畳み式に開閉する回動中心に、第一コ
ネクタ部と第二コネクタ部との回動中心が配設されていることである。
【００１４】
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前記第一コネクタ部は、絶縁材から成り、回転可能な保持部材と、該保持部材
に取り付けられた前記コネクタ端子と、該コネクタ端子に接続された状態で、前記保持部
材の背面に形成された可動接点部とを有し、前記スイッチ部は、前記第一コネクタ部に設
けた前記可動接点部と、前記可動接点部に対向して配設され前記可動接点部と接離する接
点部を設けた絶縁板とからなり、前記第一コネクタ部と前記スイッチ部とを、前記保持部
材を回転可能に保持する枠体と前記絶縁板を保持する取付部材とにより結合させることに
より前記回転型コネクタ付スイッチを構成し、 互い
の前記コネクタ端子を介して

一方または他方
が前記第２コネクタ部と結合した状態で前記一方のケースに対して

前記第一コネクタ部に設けた前記可動接点部と、前記
絶縁板に設けた前記接点部を接離させて



　また、本発明の折り畳み式電話機は、 のケースが
約１２０度以上開かれた時、 スイッチ

部が切り替えられることである。
【００１５】
また、本発明の折り畳み式電話機は、一方のケースには、回転型コネクタ付スイッチのス
イッチ部と接続された音声信号変換回路部が配設され、他方のケースには、第二コネクタ
部と接続された送話部が配設され、第一コネクタ部と第二コネクタ部とが電気的に結合さ
れていることである。
【００１９】
　また、本発明の折り畳み式電話機は、

ことである。
【００２０】
また、本発明の折り畳み式電話機は、一方のケースには、音声信号変換回路部と電源回路
部とが配設され、回転型コネクタ付スイッチの第一スイッチ部が音声信号変換回路部と接
続され、第二スイッチ部が電源回路部と接続され、また、他方のケースには、第二コネク
タ部と接続された送話部が配設され、第一コネクタ部と第二コネクタ部とが電気的に結合
され、前記ケースの開閉時、前記第一スイッチ部と前記第二スイッチ部とが切り換えられ
るようにしたことである。
【００２２】
また、本発明の折り畳み式電話機は、第一可動接点部を設け、絶縁材から成り、軸部を有
する回転可能な保持部材と、第一接点部を取り付け、孔を有する絶縁板とを備え、軸部を
絶縁板の孔を貫通して突出させ、突出した軸部によって、回動部材を回動するようにした
ことである。
【００２３】
また、本発明の折り畳み式電話機は、第一コネクタ部は、絶縁材から成り、回転可能な保
持部材と、該保持部材に取り付けられコネクタ端子と、保持部材の背面に設けられた第一
可動接点部とから成り、第一スイッチ部は、第一可動接点部と、該第一可動接点部に接離
する第一接点部と、該第一接点部を取り付けた第一絶縁板とから成り、第二スイッチ部は
、回動部材と、該回動部材に設けた第二可動接点部と、第二可動接点部に接離する第二接
点部と、該第二接点部を取り付けた第二絶縁板とから成り、保持部材に設けられた軸部を
、第一絶縁板の孔に貫通させ、前記軸部を介して前記回動部材を回転させるようにしたこ
とである。
【００２４】
また、本発明の折り畳み式電話機は、第一絶縁板と第二絶縁板とを保持する取付部材と、
第一絶縁板と第二絶縁板との上部を覆う枠体とを備え、取付部材を枠体と結合させて、枠
体と取付部材とで第一絶縁板と第二絶縁板とを覆うようにしたことである。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の折り畳み式電話機の実施の形態について、図面を用いて説明する。
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一方または他方 折り畳まれて対向する
正面壁間の開閉角度が 第一コネクタ部の回動により

一方のケースと、該一方のケースに配設され、コ
ネクタ端子を有する回転型の第一コネクタ部とスイッチ部とを有する回転型コネクタ付ス
イッチと、他方のケースと、該他方のケースに配設され、コネクタ端子を有する第二コネ
クタ部とを備え、前記回転型コネクタ付スイッチは、回転型の前記第一コネクタ部と、該
第一コネクタ部の回動によって切り換えられる第一スイッチ部、及び前記第一コネクタ部
の回動によって切り換えられる第二スイッチ部とを有しており、前記第一スイッチ部は、
前記第一コネクタ部に設けた第一可動接点部と、該第一可動接点部に接離する第一接点部
とから成り、前記第二スイッチ部は、回動部材と、該回動部材に設けた第二可動接点部と
、該第二可動接点部に接離する第二接点部とから成り、前記第一コネクタ部と前記第二コ
ネクタ部とが互いの前記コネクタ端子を介して着脱可能に結合されると共に、前記一方ま
たは他方のケースの開閉時に、前記第一コネクタ部の回動によって、前記第一スイッチ部
が切り換えられると共に、前記回動部材が、前記第一コネクタ部によって回動されて、前
記第二スイッチ部の切換えを行うようにした



図１は、本発明の折り畳み式電話機を示す分解斜視図である。
図１に示すように、折り畳み式電話機は、合成樹脂の成形品から成る略箱形の本体部とし
ての第一のケース２１と、同じく合成樹脂の成形品から成る、例えば、フリップ（蓋体）
と称される略箱形の第二のケース３１とを有している。
【００２６】
第一のケース２１は、対向する側壁２１ａ、２１ｂと、対向する上壁２１ｃと下壁２１ｄ
とによって四方が囲まれ、該側壁２１ａ、２１ｂと上壁２１ｃと下壁２１ｄとの上下を塞
ぐ正面壁２１ｅと、下面壁（図示せず）とを備えている。
また、第一のケース２１内には、少なくとも音声信号を電送信号に変換するための音声信
号変換回路部２６と、雄型のコネクタ端子７ａを有する回転型の第一コネクタ部５とスイ
ッチ部Ｄとを有する回転型コネクタ付スイッチＣと、音声信号変換回路部２６と回転型コ
ネクタ付スイッチＣのスイッチ部Ｄとを電気的に接続する、例えばフレキシブルプリント
配線板などに形成された銅箔などから成る一対の第一接続線２８、２８と、音声信号変換
回路部２６を駆動するための電源回路部２９とが配設されている。
【００２７】
そして、第一のケース２１の正面壁２１ｅには、例えばスピーカなどから成る受話部２３
と、液晶表示素子等から成る表示部２４と、複数個の押し釦スイッチ等から成る操作部２
５とが配設されている。
また、回転型コネクタ付スイッチＣは、第一のケース２１の下壁２１ｄの近傍であって、
第一コネクタ部５のコネクタ端子７ａが下壁２１ｄから露出した状態に配設されている。
【００２８】
アンテナ２２は、棒状の金属材から構成されている。このアンテナ２２は、第一のケース
２１の突出部２１ｆにガイドされ、左側の側壁２１ａの近傍で、この側壁２１ａに沿って
配置されており、突出部２１ｆから第一のケース２１の外方に引き延ばしたり、収納させ
たり出来るように配設されている。
【００２９】
第二のケース３１は、対向する側壁３１ａ、３１ｂと、対向する上壁３１ｃと下壁３１ｄ
とによって四方が囲まれ、該側壁３１ａ、３１ｂと、上壁３１ｃと下壁３１ｄとの上下を
塞ぐ正面壁３１ｅと下面壁（図示せず）とを備えている。そして、第二のケース３１の正
面壁３１ｅの下端部には、例えばマイクロフォンなどから成る音声信号を送話するための
送話部３２が配置され、上壁３１ｃの近傍には、雌型のコネクタ端子３３ａを有する第二
コネクタ部３３が配設されている。　また、第二のケース３１内には、送話部３２からの
音声信号を第二コネクタ部３３に電送するための、例えばフレキシブルプリント配線板な
どに形成された銅箔などから成る一対の第二接続線３４、３４が配設されている。
【００３０】
そして、第一のケース２１の下壁２１ｄと、第二のケース３１の上壁３１ｃとは、例えば
、スナップイン形式や着脱可能なネジ固定形式など容易に、着脱・交換可能である所望の
形式で連結（結合）されており、第一のケース２１と第二のケース３１とは、下壁２１ｄ
と上壁３１ｃとを回動の支点として、ふたつに折り畳むことができ、開いたり閉じたりす
ることが出来るように構成されている。
このとき第一のケース２１に配設された回転型コネクタ付スイッチＣの第一コネクタ部５
と、第二のケース３１の第二コネクタ部３３とは着脱可能に結合されており、この結合さ
れた状態での第一コネクタ部５と、第二コネクタ部３３との回動中心は、第一のケース２
１と第二のケース３１とが折り畳み式に開閉する回動中心に配設されている。
【００３１】
また、第一のケース２１の下壁２１ｄと、第二のケース３１の上壁３１ｃとが結合された
とき、回転型コネクタ付スイッチＣの第一コネクタ部５のコネクタ端子７ａが、第二コネ
クタ部３３のコネクタ端子３３ａに差し込まれた（結合）状態であって、第一のケース２
１と、第二のケース３１とが閉じた状態では、回転型コネクタ付スイッチＣのスイッチ部
Ｄは、オフの状態である。
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そして、第二のケース３１が、開かれて、例えば、約１８０度開く（回動）ことによって
、第二のケース３１に配設された第二コネクタ部３３が回動し、この第二コネクタ部３３
の回動によって、第二コネクタ部３３と接続されている回転型コネクタ付スイッチＣの第
一コネクタ部５が回動される。そして、第一コネクタ部５の例えば、約１３５度以上の回
動で回転型コネクタ付スイッチＣのスイッチ部Ｄがオフの状態からオンの状態に切り換え
られる。
【００３２】
そして、このオンの状態に切り換えられた折り畳み式電話機では、第一のケース２１の音
声信号変換回路部２６と、第二のケース３１の送話部３２とは、結合された第一コネクタ
部５と第二コネクタ部３３とを介して電気的に接続されている。
また、このオンの状態に切り換えられた折り畳み式電話機では、スイッチ部Ｄのオン状態
への切換を検知して、電源回路部２９がオンの状態になり、折り畳み式電話機が使用出来
る状態に維持される。
【００３３】
そして、上記のような、本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチの
第一の実施の形態について、図面を用いて説明する。
図２は、本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチを示す斜視図、図
３は、本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチを示す正面図、図４
は、本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチを示す分解斜視図、図
５は、図４に示す回転型コネクタ付スイッチの枠体を示す斜視図である。
【００３４】
図２～図５に示すように、枠体１は、金属板から成り、切断・折り曲げ加工にて略矩形に
形成され、Ｕ字形状の側壁１ａと、略中央部に円形の孔１ｃが形成され、前記側壁１ａを
繋ぐ前面壁１ｂとを備えている。また、枠体１の下面側と後面側とは、解放されている。
【００３５】
取付部材２は、絶縁性の合成樹脂材料を成形加工して略Ｌ字形に形成され、矩形の後面壁
２ａと、該後面壁２ａと直交する方向に形成された下壁２ｂと、該下壁２ｂの一方の側端
面側に設けられた、矩形の複数個（例えば２個）の孔２ｃ、２ｃとを備えている。
また、この取付部材２は、後面壁２ａと下壁２ｂとで、枠体１の解放面を塞ぐように枠体
１に結合されている。
【００３６】
絶縁板３は、絶縁性の合成樹脂材料を成形加工にて略矩形に形成された接点部受け３ａと
、該接点部受け３ａの略中央部に形成された円形の孔３ｂとを有している。
また、一対の接点部４は、弾性を有する平板状の金属材料から成り、接点部受け３ａの前
面側に配設されている。また、接点部４の中間部は、接点部受け３ａにインサート成形加
工によって埋設され、一方の端部には、端子４ａが設けられ、他方の端部は、自由端とな
っており、接点部片４ｂが設けられている。また、端子４ａは、接点部受け３ａの下方の
端面から外方に突出されている。
【００３７】
また、この絶縁板３は、取付部材２の後面壁２ａに重ねられた位置であって、接点部４の
端子４ａ、４ａが、取付部材２の孔２ｃ、２ｃに挿通されて、外方に突出した状態で絶縁
板３の下端面が取付部材２の下壁２ｂ上に配設されている。
【００３８】
第一コネクタ部５は、絶縁性の合成樹脂材料を成形加工した保持部材６と、保持部材６に
取り付けられた雄型のコネクタ端子７ａと、該コネクタ端子７ａに接続された状態で、保
持部材６の背面に形成された可動接点部７ｂとを備えている。
また、保持部材６は、円板状の鍔部６ａと、該鍔部６ａの一方の平面（背面）側の中央部
に配設され、外方に突出された矩形の軸部６ｂと、鍔部６ａの他方の平面（前面）側に配
設され、外方に突出された矩形の筒状で先端部が開口された筒部６ｃとから成る。
また、雄型のコネクタ端子７ａは、筒部６ｃ内に配設され、可動接点部７ｂは、前記鍔部
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６ａの背面の周縁部に略扇状に配設されている。
【００３９】
そして、保持部材６の筒部６ｃは、枠体１の前面壁１ｂに配設された孔１ｃに挿通されて
、枠体１から外方に突出された状態で配設され、保持部材６の軸部６ｂは、絶縁板３の孔
３ｂに挿通された状態で配設されている。この状態で第一コネクタ部５は、枠体１に対し
て所定の回動範囲で回動自在に配設されている。
また、保持部材６の鍔部６ａに配設された一対の可動接点部７ｂ、７ｂと、絶縁板３に配
設された一対の接点部４、４とは、対向して配設されている。
【００４０】
また、この状態では、絶縁板３に設けられた接点部４、４の接点部片４ｂ、４ｂに対して
、第一コネクタ部５の可動接点部７ｂ、７ｂが所定の回動角度（例えば、約１３５度）に
回動された状態のとき、接点部片４ｂ、４ｂと可動接点部７ｂ、７ｂとが、それぞれ接触
され、オフの状態からオンの状態になるように配設されている。そして、更に第一コネク
タ部５は、回動（例えば、約１８０度まで )でき、この回動の状態ではオンの状態が維持
される。また、この状態から第一コネクタ部５を元に戻す方向に回動させると、所定の回
動角度で可動接点部７ｂ、７ｂが接点部片４ｂ、４ｂからそれぞれ離れて、オンの状態か
らオフの状態になる。
この回転型コネクタ付スイッチＣが第一のケースに組み込まれると、図２に示すように第
一コネクタ部５のコネクタ端子７ａは、第二コネクタ部３３のコネクタ端子３３ａと結合
されている。
【００４１】
　即ち、回転型コネクタ付スイッチＣのスイッチ部Ｄは、第一コネクタ部５に設けた可動
接点部７ｂと、該可動接点部７ｂに接離する接点部４を設けた絶縁板３とで構成されてい
る。
　そして、上述したように、回転型コネクタ付スイッチＣは、コネクタ端子７ａを有する
回転型の第一コネクタ部５と、スイッチ部Ｄとで構成されおり、枠体 と取付部材 とで
、絶縁板３、可動接点部７ｂ、及び接点部４を覆うように構成されている。
【００４２】
次に、この回転型コネクタ付スイッチＣの動作について説明する。
図３に示すように、本発明の回転型コネクタ付スイッチＣは、枠体１に対して第一コネク
タ部５が所定の回動範囲の回動をするように構成されている。そして、例えば、０度～約
１３５度の回動範囲では、この回転型コネクタ付スイッチＣのスイッチ部Ｄは、オフ（Ｏ
ＦＦ）の状態であって、第一コネクタ部５の可動接点部７ｂと絶縁板３の接点部４とが離
れており、次の約１３５度～約１８０度の回動範囲では、このスイッチ部Ｄは、オンの状
態に成り、第一コネクタ部５の可動接点部７ｂと絶縁板３の接点部４とが接続されるよう
に配設されている。
【００４３】
そして、上述のような回転型コネクタ付スイッチＣは、第一のケース２１に組み込まれ、
また、第二コネクタ部３３は、第二のケース３１に組み込まれて、第一のケース２１と第
二のケース３１とが組み合わされると同時に、第一コネクタ部５と第二コネクタ部３３と
が結合されると、この折り畳み式電話機が構成され、その動作について説明する。
先ず、この折り畳み式電話機を使用しないときは、第一のケース２１内にアンテナ２２は
収納され、且つ、第一のケース２１と第二のケース３１とは折り畳まれて、第一のケース
２１の正面壁２１ｅと第二のケース３１の正面壁３１ｅとが組み合わされて、閉じられた
状態に保持されている。この状態のとき、第一のケース２１に配設された回転型コネクタ
付スイッチＣは、オフの状態である。
【００４４】
そして、この折り畳み式電話機を使用するときは、第一のケース２１内のアンテナ２２を
外方に引き出すと共に、折り畳まれた（閉じられた）第二のケース３１を矢印Ａ方向に、
例えば、約１８０度位回動させて第二のケース３１を第一のケース２１から開くようにす
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る。この第二のケース３１の回動によって、第二のケース３１の第二コネクタ部３３が回
動され、この第二コネクタ部３３の回動で、第二コネクタ部３３と結合された第一のケー
ス２１に配設された回転型コネクタ付スイッチＣの第一コネクタ部５は回動し、第一コネ
クタ部５の回動で回転型コネクタ付スイッチＣは、オンの状態になる。
【００４５】
そしてまた、回転型コネクタ付スイッチＣのスイッチ部Ｄがオンの状態になると、第一の
ケース２１の音声信号変換回路部２６と、第二のケース３１の送話部３２とは、結合され
た第一コネクタ部５と、第二コネクタ部３３とを介して電気的に接続されている。
また、スイッチ部Ｄがオンの状態に切り換わると、このオンの状態を検知して、この第一
のケース２１の電源回路部２９がオンの状態に切り換えられ、折り畳み式電話機が使用可
能である状態となる。
【００４６】
次に、本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチの第二の実施の形態
について説明する。図６は、本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッ
チの第二の実施の形態を示す斜視図、図７は、本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型
コネクタ付スイッチの第二の実施の形態を示す分解斜視図である。この第二の実施の形態
の回転型コネクタ付スイッチは、スイッチ部が２段（２回路）の構成であって、スイッチ
部が１段（１回路）の構成である前述の第一の実施の形態と異なるが、基本的な構成は、
前記第一の実施の形態とほぼ同様である。
【００４７】
図６、図７に示すように、この回転型コネクタ付スイッチは、いわゆるスイッチ部が２段
（２回路）の構成であり、その外形は第一の実施の形態と比較して、枠体の奥行きが長く
形成されている。
【００４８】
そして、枠体１７は、金属板から成り、切断・折り曲げ加工にて略矩形に形成され、Ｕ字
形状の側壁１７ａと、略中央部に円形の孔１７ｃが形成され、前記側壁７ａを繋ぐ前面壁
１７ｂとを備えている。また、枠体１７の下面側と後面側とは、解放されている。
【００４９】
取付部材８は、絶縁性の合成樹脂材料を成形加工して略Ｌ字形に形成され、矩形の後面壁
８ａと、該後面壁８ａと直交する方向に形成された下壁８ｂと、前記後面壁８ａに平行で
あって、下壁８ｂの中間部から上方に突出した仕切壁８ｄとを有している。下壁８ｂの一
方の側端面側には、仕切壁８ｄを間にしてそれぞれ矩形の複数個（例えば２個づつ）の孔
８ｃが配設されている。また、仕切壁８ｄの高さは、後面壁８ａの高さに比べて低く形成
されている。
また、この取付部材８は、後面壁８ａと下壁８ｂとで、枠体１７の解放面を塞ぐように枠
体１７に結合されている。
【００５０】
第二絶縁板９は、絶縁性の合成樹脂材料を成形加工にて略矩形に形成された接点部受け９
ａと、該接点部受け９ａの略中央部に形成された円形の孔９ｂとを有している。
また、一対の第二接点部１０は、弾性を有する金属板から成り、前記接点部受け９ａの前
面側に配設され、第二接点部１０の中間部は、接点部受け９ａにインサート成形加工によ
って埋設され、一方の端部には、端子１０ａが設けられ、他方の端部は、自由端となって
おり、接点部片１０ｂが設けられている。また、端子１０ａは、接点部受け９ａの下方の
端面から外方に突出されている。
【００５１】
また、この第二絶縁板９は、取付部材８の後面壁８ａに重ねられた位置であって、第二接
点部１０、１０の端子１０ａ、１０ａが、取付部材８の孔８ｃ、８ｃにそれぞれ挿通され
て、外方に突出した状態で第二絶縁板９の下端面が取付部材８の下壁８ｂ上に配設されて
いる。
【００５２】
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回動部材１１は、絶縁性の合成樹脂材料に、成形加工して円板状に形成され、その略中央
部には、矩形の孔１１ａが配設されている。また、回動部材１１の平面（背面）側の周縁
部に配設された金属板から成る略扇状の第二可動接点部１１ｂが配設されている。
そして、回動部材１１の第二可動接点部１１ｂは、回動部材１１の回動によって、第二絶
縁板９の第二接点部１０と接離するように対向して配設されている。また、回動部材１１
と、該回動部材１１に設けた第二可動接点部１１ｂと、該第二可動接点部１１ｂに接離す
る第二接点部１０とによって、第二のスイッチ部が構成される。
【００５３】
また、第一絶縁板１２は、その構成が前述の第二絶縁板９と同様であるので詳細な説明は
省略する。
そして、第一絶縁板１２は、接点部受け１２ａと、孔１２ｂとを有している。また、一対
の第一接点部１３は、端子１３ａと、接点部片１３ｂとを有し、第一接点部１３の中間部
は、第一絶縁板１２の接点部受け１２ａに埋設された状態で配設されている。
そして、この第一絶縁板１２は、取付部材８の後面壁８ａに平行であって、仕切壁８ｄに
重ね合わされて、第一絶縁板１２の端子１３ａ、１３ａが、取付部材８の孔８ｃ、８ｃに
挿通された状態で、第一絶縁板１２の下端面が取付部材８の下壁８ｂ上に配設されている
。
【００５４】
第一コネクタ部１４は、絶縁性の合成樹脂材料を成形加工した保持部材１５と、該保持部
材１５に取り付けられた雄型のコネクタ端子１６ａと、該コネクタ端子１６ａに接続され
た状態で、保持部材１５の背面に形成された第一可動接点部１６ｂとを備えている。
また、保持部材１５は、円板状の鍔部１５ａと、該鍔部１５ａの後面側の中央部に配設さ
れ、外方に突出された断面が矩形の軸部１５ｂと、鍔部１５ａの前面側に配設され、外方
に突出された矩形の筒状で先端部が開口された筒部１５ｃとから成る。
また、雄型のコネクタ端子１６ａは、筒部１５ｃ内に収納され、第一可動接点部１６ｂは
、鍔部１５ａの背面側の周縁部に略扇状に配設されている。
【００５５】
そして、保持部材１５の筒部１５ｃは、前記枠体１７の前面壁１７ｂに配設された孔１７
ｃに挿通されて、枠体１７から外方に突出された状態で配設され、この状態で第一コネク
タ部１４が、枠体１７に対して所定の回動範囲で回動自在に配設されている。
また、前記保持部材１５の軸部１５ｂの長さは、前述の第一の実施の形態の回転型コネク
タ付スイッチの第一コネクタ部５の軸部６ｂの長さよりも長く形成されている。
【００５６】
また、保持部材１５の軸部１５ｂは、第一絶縁板１２の孔１２ｂと、回動部材１１の孔１
１ａと、第二絶縁板９の孔９ｂとを挿通して配設され、第一コネクタ部１４に設けた保持
部材１５の回動によって、回動部材１１が共に回動されるように配設されている。
また、保持部材１５の鍔部１５ａの背面に配設された第一可動接点部１６ｂと、第一絶縁
板１２に配設された第一接点部１３とは、保持部材１５の回動によって接離されるように
配設されている。
そして、第一コネクタ部１４に設けた第一可動接点部１６ｂと、該第一可動接点部１６ｂ
に接離する第一接点部１３とで第一スイッチ部が構成されている。
【００５７】
また、上述の如き構成の回転型コネクタ付スイッチは、第一絶縁板１２と第二絶縁板９と
を保持する取付部材８と、第一絶縁板１２と第二絶縁板９との上部を覆う枠体１７とを備
え、取付部材８を枠体１７と結合させて、枠体１７と取付部材８とで第一絶縁板１２と第
二絶縁板９とを覆うように構成されている。
【００５８】
そして、上述の如き構成の回転型コネクタ付スイッチは、第一コネクタ部１４と、第一コ
ネクタ部１４の回動によって切り換えられる第一スイッチ部と、第一コネクタ部１４の回
動によって切り換えられる第二スイッチ部とを備えており、第一コネクタ部１４の第一可
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動接点部１６ｂが所定の回動角度（例えば、約１２０度）に回動された状態のとき、第一
可動接点部１６ｂと第一接点部１３とが当接され、且つ、第一コネクタ部１４の回動によ
って、回動部材１１が回動され、この回動で回動部材１１の第二可動接点部１１ｂと第二
接点部１０とが接触され、それぞれオフの状態からオンの状態に切り換えられる。そして
、第一コネクタ部１４は、更に回動（例えば、１８０度まで）でき、そして、これ以降は
、オンの状態が維持される。また、この状態から、第一コネクタ部１４を元に戻す方向に
回動させると、所定の回動角度で、第一可動接点部１６ｂと第一接点部１３、及び第二可
動接点部１１ｂと第二接点部１０がそれぞれ離れて、オンの状態からオフの状態に切り換
えられる。
【００５９】
次に、この回転型コネクタ付スイッチの動作は、基本的には、前述の第一の実施の形態の
回転型コネクタ付スイッチの動作と同様であることから説明は省略する。
また、この回転型コネクタ付スイッチは、前述の折り畳み式電話機の第一のケース２１に
配設されて、ケースの開閉時に、第一スイッチ部と第二スイッチ部とが切り換えられるよ
うに構成されている。また、このとき回転型コネクタ付スイッチの第一コネクタ部１４は
、前記第二のケース３１に配設された前記第二コネクタ部３３と着脱可能に結合されてい
る。
【００６０】
そして、第一スイッチ部は、前記第一のケース２１に配設された、前記音声信号変換回路
２６と接続されており、第二スイッチ部は、前記電源回路部２９と接続されていて、第一
スイッチ部の接離によって、音声信号変換回路２６と送話部３２との接離（オン・オフ）
が行われ、また、第二スイッチ部の接離によって、電源回路部２９の接離（オン・オフ）
が行われる。このことから、折り畳み式電話機の電源が入るのは、第二のケース３１が開
かれて、所定の回動角度以上の第一コネクタ部１４の回動が行われた状態のときである。
【００６１】
また、第一コネクタ部１４の回動によって、スイッチ部がオンの状態になる回動角度は、
第一、第二の実施の形態において、約１３５度又は、約１２０度であることの説明をした
が、これらの回動角度に限定されることはなく、充分にケースが開かれた状態である所望
の回動角度（例えば、１２０度以上）以上でオンの状態になるように可動接点部を配設す
れば良い。
【００６２】
【発明の効果】
以上のように、本発明の折り畳み式電話機は、一方のケースと、該一方のケースに配設さ
れ、コネクタ端子を有する回転型の第一コネクタ部とスイッチ部とを有する回転型コネク
タ付スイッチと、他方のケースと、該他方のケースに配設され、コネクタ端子を有する第
二コネクタ部とを備え、第一コネクタ部と前記第二コネクタ部とが着脱可能に結合される
と共に、一方のケースと他方のケースとが着脱可能に組み合わされて、一方のケースと他
方のケースとが折り畳み式に開閉出来ることから、他方のケースが、容易に一方のケース
から着脱出来、且つ交換出来るので、デザイン上、融通性がある折り畳み式電話機を提供
するという効果を奏する。
【００６３】
また、本発明の折り畳み式電話機は、何れか一方のケースの開閉で、第一コネクタ部と第
二コネクタ部とが共に回動し、第一コネクタ部の回動によって、回転型コネクタ付スイッ
チのスイッチ部が切り替えられることから、一方のケースを開閉することだけでスイッチ
部の切り替えが出来、操作性が向上する。
【００６４】
また、本発明の折り畳み式電話機は、ケースの折り畳み式に開閉する回動中心に、第一コ
ネクタ部と第二コネクタ部との回動中心が配設されていることから、第一コネクタ部と第
二コネクタ部との回動に無理な力が掛かることなく、安定した第一コネクタ部と第二コネ
クタ部との回動が行われる。
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【００６５】
また、本発明の折り畳み式電話機は、何れか一方のケースが約１２０度以上開かれた時、
スイッチ部が切り替えられることから、折り畳み式電話機が、時として、例えば半開き状
態に保持されてもスイッチ部が切り替えられないことから、折り畳み式電話機の電源がオ
ンとなる通話動作状態にはならず、無駄な電力を使うことなく、長時間の使用が可能な折
り畳み式電話機を提供できる。
【００６６】
また、本発明の折り畳み式電話機は、一方のケースには、回転型コネクタ付スイッチのス
イッチ部と接続された音声信号変換回路部が配設され、他方のケースには、第二コネクタ
部と接続された送話部が配設され、第一コネクタ部と第二コネクタ部とが電気的に結合さ
れていることから、送話部が配設された他方のケースが、容易に音声信号変換回路部が配
設された一方のケースから着脱出来、且つ交換も出来るので、デザイン上、融通性がある
折り畳み式電話機を提供するという効果を奏する。
【００６７】
また、本発明の折り畳み式電話機は、スイッチ部は、第一コネクタ部に設けた可動接点部
と、該可動接点部に接離する接点部を設けた絶縁板とで構成したことから、回動する第一
コネクタ部に可動接点部を配設したので、可動接点部を可動させる別部材を必要とせずに
、構成が簡単なスイッチ部を提供できる。
【００６８】
また、本発明の折り畳み式電話機は、絶縁板を保持する取付部材を備え、該取付部材を枠
体と結合させて、枠体と取付部材とで絶縁板を覆うようにしたことから絶縁板に設けた接
点部に対する防塵効果が向上する。
【００６９】
また、本発明の折り畳み式電話機は、回転型コネクタ付スイッチは、回転型の第一コネク
タ部と、該第一コネクタ部の回動によって切り換えられる第一スイッチ部と、第二スイッ
チ部とを備えていることから、スイッチ切り換えの接点数が増加するので、この増えた接
点数によって、多数の機能を確実に切り換えることが出来る。
【００７０】
また、本発明の折り畳み式電話機は、第一スイッチ部は、前記第一コネクタ部に設けた第
一可動接点部と、該第一可動接点部に接離する第一接点部とから成り、第二スイッチ部は
、回動部材と、該回動部材に設けた第二可動接点部と、該第二可動接点部に接離する第二
接点部とから成り、回動部材が、第一コネクタ部によって回動されて、第一スイッチ部と
第二スイッチ部との切換えを行うようにしたことから、第一スイッチ部と第二スイッチ部
とが第一コネクタ部の回動によって、同時に切り換えられるので、構成が簡単で安価に提
供ができる。
【００７１】
また、本発明の折り畳み式電話機は、第一コネクタ部は、絶縁材から成り、回転可能な保
持部材と、該保持部材に取り付けられコネクタ端子と、保持部材の背面に設けられた第一
可動接点部とから成り、第一スイッチ部は、第一可動接点部と、該第一可動接点部に接離
する第一接点部と、該第一接点部を取り付けた第一絶縁板とから成り、第二スイッチ部は
、回動部材と、該回動部材に設けた第二可動接点部と、第二可動接点部に接離する第二接
点部と、該第二接点部を取り付けた第二絶縁板とから成り、保持部材に設けられた軸部を
、第一絶縁板の孔に貫通させ、軸部を介して回動部材を回転させるようにしたことから、
少ない構成部材にて組立られているので、安価に提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の折り畳み式電話機の実施の形態を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチの第一の実施の形
態を示す斜視図である。
【図３】本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチの第一の実施の形
態を示す正面図である。
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【図４】本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチの第一の実施の形
態を示す分解斜視図である。
【図５】図４に示す回転型コネクタ付スイッチの筺体を示す斜視図である。
【図６】本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチの第二の実施の形
態を示す斜視図である。
【図７】本発明の折り畳み式電話機に係わる回転型コネクタ付スイッチの第二の実施の形
態を示す分解斜視図である。
【図８】従来の折り畳み式電話機を示す斜視図である。
【符号の説明】
１、１７　枠体
１ｃ、１７ｃ　孔
２、８　取付部材
３　絶縁板
３ｂ　孔
４　接点部
４ａ、１０ａ、１３ａ　端子
４ｂ、１０ｂ、１３ｂ　接点部片
５、１４　第一コネクタ部
６、１５　保持部材
６ｂ、１５ｂ　軸部
７ａ、１６ａ、３３ａ　コネクタ端子
７ｂ、１６ｂ　可動接点部（第一可動接点部）
９　第二絶縁板
９ｂ　孔
１０　第二接点部
１１　回動部材
１１ａ　孔
１１ｂ　第二可動接点部
１２　第一絶縁板
１２ｂ　孔
１３　第一接点部
２１　第一のケース
２６　音声信号変換回路
２９　電源回路部
３１　第二のケース（フリップ）
３２　送話部
３３　第二コネクタ部
Ｃ　回転型コネクタ付スイッチ
Ｄ　スイッチ部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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